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１ 対象者    ６５歳以上の方で、足腰の衰え等により歩行に不安がある方 

（１人につき１回限りご利用できます。） 

２ 助成額     購入費の２分の１に相当する額（ただし、上限１０，０００円） 
 

３ 助成対象となる商品 
助成の対象となる「シルバーカー」とは、写真のような高齢者用歩行補助車をさし、 
次のいずれにも該当するもの 

①４脚を有し、車輪により移動するもの 

②椅子としての機能又は荷物入れを有するもの 

③介護保険法に定める福祉用具貸与の対象商品か、ＳＧ規格適合商品（※１） 

 

 
 
 
 
 

４ 申請手順   裏面を参照 

５ お問合せ先  豊田市役所 高齢福祉課 

         電話 ０５６５－３４－６９８４ 

 ※１ ＳＧ規格適合商品とは・・・ 
 

(財)製品安全協会の定める安全性の認定基準に適
合した商品には、ＳＧマークの表示があります。 

ＳＧマーク付きの製品の欠陥が原因で、利用者の
生命又は身体に損害が生じた場合には、事故原因及
び事故の程度に応じて、協会が被害者１人につき１
億円の範囲内で賠償措置を実施することとなって
います。 

６５歳以上の方で、足腰の衰え等により歩行に不安がある方を対
象として、歩行の補助として使うシルバーカー(歩行補助車)を購
入する費用の一部を助成します。 



 

（令和８年１月３０日から一部変更） 

注意事項 

・助成を受けるには、商品を購入する前に市の決定を受ける必要があります。 
・市への申請の際には、下記のとおり３つの書類が必要になります。 
・業者が市へ請求する際に、助成券に加えて領収書の写しの添付が必要です。 
 
 

 

申請書 

仕様書その他の形状が確認できる書類 
(カタログの写し など) 
 
※福祉用具貸与対象商品またはＳＧ規格
適合商品であることが確認できるもので
ある必要があります。 

見積書 

申請者 

助成決定の情報を送付 決定通知書・ 
助成券を送付 

申請（紙で申請又は「あいち電子申請・届出システム」で申請） 

助成額の請求 

※助成券と領収書の写
し を 添 付 し て く だ さ
い。 

市 

申請者 業 者 

市 

 
・ 申請者は、利用者負担額(助成額を除いた残りの金

額)と引換えに、業者からシルバーカーを受取る。 
 
・ 申請者は、助成券への署名及び押印をして業者に渡

す。 
 
・業者は申請者へ領収書を発行し、市への請求時に領

収書の写しを提出する。領収書原本は申請者へ渡す。 
（領収書の金額は利用者負担額とする。） 


